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和歌山県消費生活センター 和歌山県消費生活センター紀南支所

〒６４０－８３１９ 〒６４６－００２７
和歌山市手平２丁目１－２ 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛８F 田辺市朝日ヶ丘２３番１号 県西牟婁総合庁舎内

０７３－４３３－１５５１ ０７３９－２４－０９９９

平 日 ９：００～１７：００ 平日 ９：００～１７：００

土・日 １０：００～１６：００（電話相談のみ） （土・日・祝日・年末年始を除く）

（祝日・年末年始を除く）

※短縮ダイヤル ☎１８８ でもお近くの相談窓口につながります。

見守りポイント 対 処 方 法

◆新聞を訪問販売で契約した場合、書面を受

け

取ってから８日以内ならクーリング・オフが

できます。

◎勧誘を断れずに、長期の契約になっ

て

いる場合があります。

◎視力が弱くなるなど、活字を読むのが

おっくうな様子があれば、新聞の購読

契約がどうなっているか、尋ねてみて

ください。

◆購読期間を決めて契約する新聞は途中解

約

が難しいです。不要だと思ったら、きっぱり

断りましょう。

◆高額な景品につられて契約しないように

しましょう。


